
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ナシフグ処理認定者ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局健康衛生部保健管理課 生活衛生係 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市ナシフグ取扱い要綱に基づく、食品衛生関係業務に係る指導等に利用。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 １.住所、２.氏名、３.電話番号、４.生年月日 

記録範囲 受講申込者、認定申請者、認定者 

記録情報の収集方法 申し込み、申請による 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 保健所衛生課、関係行政機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 健康衛生部 保健管理課 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有  □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 
「岡山市ナシフグ取扱い要綱」第11条第1項に規定するナシフグ処理講習会に 

係る名簿 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 成年後見制度利用支援事業ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局健康衛生部保健管理課 管理・予防係 

個人情報ファイルの利用目的 成年後見等開始の審判の請求、成年後見制度利用助成金給付管理 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

１被後見人の本籍 ２住所、３２氏名、４生年月日、５４電話番号、６心身の状

況、７経歴、８病歴、９財産目録、１０収入状況、１１親族関係、１２成年後見

候補者の住所、１３氏名、１４生年月日、１５電話番号、１６職業１７所属 

記録範囲 成年後見等開始の審判請求（市長申立）事案 

記録情報の収集方法 本人、支援者等から 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 健康衛生部 保健管理課 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 ― 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康ポイント事業参加者情報ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
(1)保健管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
H30～R4年度実施のSIBを活用した健康ポイント事業において、参加者の情報を管

理するために利用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 
1.氏名、2.身長、3.性別、4.生年月日、5.住所、6.電話番号、7.メールアドレス、

8.健康保険種別、9.健康状態 

記録範囲 事業の参加申請書を提出した者（平成30年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 健康衛生部 保健管理課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康ポイント事業評価アンケート調査ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
(1)保健管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
H30～R4年度実施のSIBを活用した健康ポイント事業の事業評価（参加群と非参加

群の比較）に利用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 
1.氏名、2.住所、3.年齢、4.生年月日、5.性別、6.健康保険種別、7.身長、8.体

重、9.健康状態 

記録範囲 事業に参加していない35歳以上の市民7000人のうち回答があった3286人 

記録情報の収集方法 本人からの回答、岡山市住民基本台帳から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 健康衛生部 保健管理課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康ポイント事業参加者情報ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
(1)保健管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
H29～H30年度実施の健康ポイント事業において、参加申込・登録、ポイント付与、

景品交換を行うために利用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.電話番号 

記録範囲 事業の参加者 

記録情報の収集方法 ホームページ、郵送、FAX、電子メール 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 健康衛生部 保健管理課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医事会計業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
(1)保健福祉局保健福祉部こころの健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 診療、診療報酬請求のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 
1.氏名、2.性別、3.生年月日、4.保険証情報、5.公費情報、6.病名、7.診療内容、

8.処方内容、9.請求金額 

記録範囲 こころの健康センターにおいて診療を受けたもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出、診療内容から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市精神科病院長期入院患者調査ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（第６条）に基づいて行う地域生活支

援促進事業（条件が整えば退院可能な精神障害者について把握し、こころの健康

センターにおける地域移行支援事業を推進）の基礎資料とする。 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.疾患名、5.介助状態、6.入院形態、 

7.在院期間、8.生活保護受給の有無、9.主治医から見た調査時の退院可能性、 

10.退院阻害要件 

記録範囲 調査時において岡山市内精神科病院に1年以上入院している者 

記録情報の収集方法 岡山市内精神科病院調査に対する回答 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 ― 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定者ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

(1)保健福祉局保健福祉部こころの健康センター(2)保健福祉局保健所健康づく

り課北区中央保健センター(3)保健福祉局保健所健康づくり課北区北保健センタ

ー(4)保健福祉局保健所健康づくり課北区北保健センター御津･建部分室(5)保健

福祉局保健所健康づくり課中区保健センター(6)保健福祉局保健所健康づくり課

東区保健センター(7)保健福祉局保健所健康づくり課南区西保健センター(8)保

健福祉局保健所健康づくり課南区南保健センター(9)保健福祉局保健所健康づく

り課精神保健係 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療費(精神通院医療)受給者の資格管理 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 

1.個人番号、2.氏名、3.住所、4.生年月日、5.年齢、6.電話番号、7.保険証記号

番号、8.保険者名、9.保険証資格取得日、10.同一医療保険に加入している世帯

員、11. 市民税所得割額、12.住宅取得控除額、13.寄付金控除額、14.16歳未満の

扶養人数、15.16～18歳の扶養人数、16.給与所得額、17.公的年金収入額、18.そ

の他所得額、19.特別扶養手当等収入額、20.医療機関名、21.病名 

記録範囲 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請書及び診断書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  



作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 

  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 精神医療審査会ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局保健福祉部こころの健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市精神医療審査会での審査 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 

1.病院名、2.氏名、3.住所、4.生年月日、5.年齢、6.性別、7.入院形態、8.入院

日、9．病名、10.届受理日、11.家族等氏名、12.家族等生年月日、13.家族等住所

14.家族等区分、15.退院等請求受理日、16.意見聴取実施日、17.意見聴取実施委

員、18.審査会日、19.審査合議体、20.審査会判定、21.退院日、22.退院届受理日、

23､退院後の処置、24.退院後の帰住先、25.帰住先住所 

記録範囲 精神科病院に医療保護入院・措置入院（一部任意入院含む）となったもの 

記録情報の収集方法 
精神科病院から提出される「入院届」「定期病状報告書」、本人から提出される

「退院等請求書」 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 



備   考 － 

 

  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳交付者ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

(1)保健福祉局保健福祉部こころの健康センター(2)保健福祉局保健所健康づく

り課北区中央保健センター(3)保健福祉局保健所健康づくり課北区北保健センタ

ー(4)保健福祉局保健所健康づくり課北区北保健センター御津･建部分室(5)保健

福祉局保健所健康づくり課中区保健センター(6)保健福祉局保健所健康づくり課

東区保健センター(7)保健福祉局保健所健康づくり課南区西保健センター(8)保

健福祉局保健所健康づくり課南区南保健センター 

個人情報ファイルの利用目的 精神障害者保健福祉手帳認定者の資格管理 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 
1.個人番号、2.氏名、3.住所、4.生年月日、5.年齢、6.電話番号、7.年金番号、

8.年金等級、9.年金支給元団体、10.病名、11.手帳等級、12.性別 

記録範囲 精神障害者保健福祉手帳交付申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請書及び診断書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 



作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 

  



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 精神保健福祉相談業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

個人情報ファイルの利用目的 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（第６条）に基づいて行う、対象者へ

の相談及び指導実施のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■1,000人以上  □ 1,000人未満  

記録項目 
1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.電話番号、6.相談分類、8.対応種別、

9.受付経路、10.医療基本情報、11.支援者基本情報、12.ケース記録情報 

記録範囲 相談支援対象者 

記録情報の収集方法 対象者及び家族等からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局 保健福祉部 こころの健康センター 

（所在地）〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 ― 

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 と畜情報関係申請者に関するファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局健康衛生部食肉衛生検査所 

個人情報ファイルの利用目的 と畜関係申請者の管理 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 1.氏名、2.住所、3.生年月日 

記録範囲 と畜場法に関する申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局健康衛生部食肉衛生検査所 

（所在地）岡山市中区桜橋一丁目２番４３号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 食鳥処理事業関係申請者に関するファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
保健福祉局健康衛生部食肉衛生検査所 

個人情報ファイルの利用目的 と畜関係申請者の管理 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 1.氏名、2.住所、3.生年月日 

記録範囲 食鳥処理事業に関する申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）保健福祉局健康衛生部食肉衛生検査所 

（所在地）岡山市中区桜橋一丁目２番４３号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考 － 

 


